
金
融
先
物
取
引
法
施
行
規
則
（
平
成
元
年
大
蔵
省
令
第
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
定
款
変
更
等
の
認
可
申
請
）

（
定
款
変
更
等
の
認
可
申
請
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

大
蔵
大
臣
及
び
金
融
監
督
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
定
款
又
は
業
務
規
程

２

大
蔵
大
臣
及
び
金
融
監
督
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
定
款
又
は
業
務
規
程

の
変
更
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う

の
変
更
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う

か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

会
員
信
認
金
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
有
価
証
券
の
種
類
及
び
充
当
価
格
に
係

二

会
員
信
認
金
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
有
価
証
券
（
国
債
証
券
及
び
第
四
条
各

る
定
款
の
変
更
の
場
合
に
は
、
当
該
有
価
証
券
が
会
員
信
認
金
と
し
て
充
当
す
る

号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
種
類
及
び
充
当

に
足
り
る
安
全
性
及
び
流
通
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

価
格
に
係
る
定
款
の
変
更
の
場
合
に
は
、
当
該
有
価
証
券
が
会
員
信
認
金
と
し
て

充
当
す
る
に
足
り
る
安
全
性
及
び
流
通
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

（
会
員
信
認
金
の
充
当
有
価
証
券
）

第
四
条

削
除

第
四
条

法
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
有
価

証
券
は
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

地
方
債
証
券

二

特
別
の
法
律
に
よ
り
法
人
の
発
行
す
る
債
券

三

証
券
取
引
所
に
お
い
て
取
引
さ
れ
て
い
る
社
債
券
又
は
株
券
で
あ
っ
て
金
融
先

物
取
引
所
が
大
蔵
大
臣
及
び
金
融
監
督
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て
指
定
す
る
も
の



（
会
員
信
認
金
の
運
用
方
法
）

（
会
員
信
認
金
の
運
用
方
法
）

第
五
条

法
第
二
十
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
方
法

第
五
条

法
第
二
十
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
方
法

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

大
蔵
大
臣
及
び
金
融
監
督
庁
長
官
の
指
定
す
る
金
融
機
関
へ
の
預
金

二

大
蔵
大
臣
及
び
金
融
監
督
庁
長
官
の
指
定
す
る
金
融
機
関
等
へ
の
預
け
金

三

信
託
会
社
又
は
信
託
業
務
を
営
む
銀
行
へ
の
金
銭
信
託
（
信
託
業
法
（
大
正
十

三

信
託
会
社
又
は
信
託
業
務
を
営
む
銀
行
へ
な
す
金
銭
信
託
（
元
本
の
補
填
の
契

一
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
元
本
の
補
て
ん
の
契
約
を
し
た

約
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

も
の
に
限
る
。
）

（
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
十
一
条

法
第
五
十
八
条
第
二
項
（
法
第
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

第
十
一
条

法
第
五
十
八
条
第
二
項
（
法
第
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ

合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
申
請
の
日
前
三
月
以
内
に
発
行

る
も
の
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
申
請
の
日
前
三
月
以
内
に
発
行

さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
～
二
の
二

（
略
）

一
～
二
の
二

（
略
）

三

削
除

三

役
員
及
び
法
第
五
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
使
用
人

（
以
下
「
重
要
な
使
用
人
」
と
い
う
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
面
の
う
ち
い
ず

れ
か
の
書
面

イ

住
民
票
の
抄
本

ロ

国
内
に
在
留
す
る
外
国
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
外
国
人
登
録
証
明
書
又
は
外

国
人
登
録
済
証
明
書

ハ

国
内
に
在
留
し
な
い
外
国
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
本
国
に
お
け
る
住
民
票
の

写
し
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面



四

役
員
及
び
法
第
五
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
使
用
人

四

役
員
及
び
重
要
な
使
用
人
が
法
第
十
九
条
第
五
号
イ
及
び
ロ
に
該
当
し
な
い
旨

（
以
下
「
重
要
な
使
用
人
」
と
い
う
。
）
が
法
第
十
九
条
第
五
号
イ
及
び
ロ
に
該

の
市
町
村
（
東
京
都
の
特
別
区
を
含
む
。
）
の
長
の
証
明
書
（
外
国
人
で
あ
る
場

当
し
な
い
旨
の
市
町
村
（
東
京
都
の
特
別
区
を
含
む
。
）
の
長
の
証
明
書
（
外
国

合
に
は
、
別
表
様
式
第
一
号
の
二
に
よ
り
作
成
し
た
法
第
十
九
条
第
五
号
に
該
当

人
で
あ
る
場
合
に
は
、
別
表
様
式
第
一
号
の
二
に
よ
り
作
成
し
た
法
第
十
九
条
第

し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
）

五
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
）

五
～
十

（
略
）

五
～
十

（
略
）

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
十
五
条

金
融
先
物
取
引
業
者
は
、
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う

第
十
五
条

金
融
先
物
取
引
業
者
は
、
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
七
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
届
出
書
に
、
当
該
変
更

と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
七
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
届
出
書
に
、
当
該
変
更

届
出
書
の
写
し
一
通
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定

届
出
書
の
写
し
一
通
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定

め
る
書
類
一
部
を
添
付
し
て
、
金
融
監
督
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

め
る
書
類
一
部
を
添
付
し
て
、
金
融
監
督
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

役
員
又
は
重
要
な
使
用
人
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

新
た
に
役
員
又
は
重
要
な

三

役
員
又
は
重
要
な
使
用
人
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

新
た
に
役
員
又
は
重
要
な

使
用
人
と
な
っ
た
者
に
係
る
第
十
一
条
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
書
面
並
び

使
用
人
と
な
っ
た
者
に
係
る
第
十
一
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
面

に
同
条
第
七
号
に
掲
げ
る
書
面

及
び
同
条
第
七
号
に
掲
げ
る
書
面

四
～
九

（
略
）

四
～
九

（
略
）

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
五
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
五
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

に
関
す
る
第
十
一
条
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
が
困
難
で
あ
る
と

に
関
す
る
第
十
一
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
が
困
難
で
あ

き
は
、
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て

る
と
き
は
、
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
か
ら
起
算

九
十
日
以
内
に
当
該
書
類
を
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

し
て
九
十
日
以
内
に
当
該
書
類
を
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。



（
契
約
締
結
前
の
書
面
の
交
付
）

（
契
約
締
結
前
の
書
面
の
交
付
）

第
十
九
条

法
第
六
十
九
条
に
規
定
す
る
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
事
項
は
次

第
十
九
条

法
第
六
十
九
条
に
規
定
す
る
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
事
項
は
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

金
融
先
物
取
引
業
者
が
締
結
す
る
受
託
契
約
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

三

金
融
先
物
取
引
業
者
が
締
結
す
る
受
託
契
約
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

顧
客
が
当
該
受
託
契
約
に
係
る
金
融
先
物
取
引
等
に
関
し
預
託
す
べ
き
取
引

ニ

顧
客
が
当
該
受
託
契
約
に
係
る
金
融
先
物
取
引
等
に
関
し
預
託
す
べ
き
委
託

証
拠
金
、
取
次
証
拠
金
又
は
委
託
証
拠
金
（
以
下
「
証
拠
金
」
と
い
う
。
）
及

証
拠
金
そ
の
他
の
保
証
金
の
種
類
及
び
料
率
、
当
該
委
託
証
拠
金
そ
の
他
の
保

び
そ
の
他
の
保
証
金
の
種
類
及
び
料
率
、
当
該
証
拠
金
そ
の
他
の
保
証
金
に
充

証
金
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
有
価
証
券
等
（
法
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規

当
す
る
こ
と
が
で
き
る
有
価
証
券
等
（
法
第
三
十
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
有

定
す
る
有
価
証
券
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
種
類
及
び
充
当
価
格
並
び
に

価
証
券
及
び
金
融
先
物
取
引
所
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
大
蔵
省
令
第
百
号

顧
客
が
当
該
委
託
証
拠
金
そ
の
他
の
保
証
金
を
預
託
し
、
及
び
そ
の
返
還
を
受

）
第
九
条
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
種
類
及
び
充
当
価
格
並

け
る
方
法

び
に
顧
客
が
当
該
証
拠
金
そ
の
他
の
保
証
金
を
預
託
し
、
及
び
そ
の
返
還
を
受

け
る
方
法

ホ

（
略
）

ホ

（
略
）

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

法
第
六
十
九
条
の
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
者
は
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る

５

法
第
六
十
九
条
の
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
者
は
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

。

る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す

三

証
券
会
社

る
証
券
会
社
及
び
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
五
号

四

外
国
証
券
会
社

）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
外
国
証
券
会
社

五

保
険
会
社
、
外
国
保
険
事
業
者
、
無
尽
会
社
、
信
用
金
庫
及
び
信
用
金
庫
連
合



四

無
尽
会
社

会
並
び
に
労
働
金
庫
及
び
労
働
金
庫
連
合
会

五

信
用
金
庫
及
び
信
用
金
庫
連
合
会

六

農
林
中
央
金
庫
及
び
商
工
組
合
中
央
金
庫

六

労
働
金
庫
及
び
労
働
金
庫
連
合
会

七

信
用
協
同
組
合
及
び
信
用
協
同
組
合
連
合
会
並
び
に
業
と
し
て
預
金
又
は
貯
金

七

信
用
協
同
組
合
及
び
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八

の
受
入
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
農
業
協
同
組
合
、
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、
漁

十
一
号
）
第
九
条
の
九
第
一
項
第
一
号
の
事
業
を
行
う
協
同
組
合
連
合
会

業
協
同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
、
水
産
加
工
業
協
同
組
合
及
び
水
産
加
工

八

農
林
中
央
金
庫

業
協
同
組
合
連
合
会

九

商
工
組
合
中
央
金
庫

八

証
券
投
資
信
託
の
委
託
会
社

十

農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第

二
号
の
事
業
を
行
う
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会

十
一

水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
十
一
条

第
一
項
第
二
号
の
事
業
を
行
う
漁
業
協
同
組
合
、
第
八
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の

事
業
を
行
う
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
、
第
九
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
事
業
を
行

う
水
産
加
工
業
協
同
組
合
及
び
第
九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
事
業
を
行
う
水
産

加
工
業
協
同
組
合
連
合
会

十
二

保
険
会
社
及
び
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
七
項
に

規
定
す
る
外
国
保
険
会
社
等

十
三

証
券
投
資
信
託
及
び
証
券
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
百
九
十
八
号
）
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
証
券
投
資
信
託
委
託
業
者

十
四

証
券
投
資
法
人
及
び
証
券
投
資
信
託
及
び
証
券
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第

二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
外
国
証
券
投
資
法
人

十
五

（
略
）

九

（
略
）

６

（
略
）

６

（
略
）



第
十
九
条
の
二

法
第
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
九
条
に
規
定
す
る

総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
事
項
は
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

令
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
者
（
金
融
先
物
取
引
所
の
会
員
に
限
る
。
以
下
「

銀
行
等
」
と
い
う
。
）
の
商
号
又
は
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

二

顧
客
が
銀
行
等
に
連
絡
す
る
方
法

三

銀
行
等
が
締
結
す
る
店
頭
金
融
先
物
取
引
契
約
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

第
二
十
四
条
の
二
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
銀
行
等
が

顧
客
の
指
示
に
基
づ
き
行
う
も
の
と
し
て
定
め
る
事
項

ロ

当
該
店
頭
金
融
先
物
取
引
契
約
に
係
る
店
頭
金
融
先
物
取
引
に
基
づ
き
発
生

す
る
債
務
の
履
行
の
方
法
及
び
当
該
店
頭
金
融
先
物
取
引
を
期
限
前
に
決
済
す

る
方
法

ハ

顧
客
が
当
該
店
頭
金
融
先
物
取
引
契
約
に
係
る
店
頭
金
融
先
物
取
引
に
関
し

預
託
す
べ
き
金
銭
の
料
率
、
当
該
金
銭
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
有
価
証
券

等
の
種
類
及
び
充
当
価
格
並
び
に
顧
客
が
当
該
金
銭
又
は
有
価
証
券
等
を
預
託

し
、
及
び
そ
の
返
還
を
受
け
る
方
法

ニ

銀
行
等
が
顧
客
か
ら
徴
収
す
る
手
数
料
の
料
率
及
び
徴
収
の
方
法

四

店
頭
金
融
先
物
取
引
契
約
の
締
結
に
係
る
禁
止
行
為
に
関
す
る
事
項

五

店
頭
金
融
先
物
取
引
契
約
の
締
結
に
係
る
手
続
き
に
関
す
る
事
項

六

店
頭
金
融
先
物
取
引
及
び
店
頭
金
融
先
物
取
引
契
約
の
締
結
に
関
す
る
主
要
な

用
語
及
び
そ
の
他
の
基
礎
的
な
事
項

２

法
第
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
九
条
に
規
定
す
る
書
面
に
は
、

当
該
書
面
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨
及
び
店
頭
金
融
先
物
取
引
に
は
危
険
が
伴

う
旨
を
わ
く
の
中
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



３

前
項
の
書
面
に
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
八
ポ
イ
ン
ト
以
上

の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

法
第
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
九
条
の
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令

で
定
め
る
者
は
、
前
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

５

法
第
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
九
条
に
規
定
す
る
総
理
府
令
・

大
蔵
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
店
頭
金
融
先
物
取
引
契
約
の
締
結
日
の
一
年
前
の
日

か
ら
当
該
店
頭
金
融
先
物
取
引
契
約
を
締
結
す
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

（
締
結
し
た
受
託
契
約
の
内
容
の
確
認
方
法
）

（
契
約
締
結
時
の
書
面
の
交
付
）

第
二
十
条

法
第
七
十
条
に
規
定
す
る
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
事
項
は
次
に

第
二
十
条

法
第
七
十
条
に
規
定
す
る
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
事
項
は
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

て
は
、
委
託
者
の
同
意
を
得
て
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

２

金
融
先
物
取
引
業
者
は
、
法
第
七
十
条
に
規
定
す
る
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
と
き

は
、
書
面
の
交
付
そ
の
他
委
託
者
の
同
意
を
得
た
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

海
外
金
融
先
物
市
場
に
係
る
受
託
契
約
に
関
し
前
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
を
交
付

２

前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
海
外
金
融
先
物
市
場
を
開
設
す
る
者
の
名
称

す
る
と
き
は
、
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
当
該
海
外
金
融
先
物
市

を
記
載
す
る
場
合
に
は
、
当
該
名
称
を
当
該
海
外
金
融
先
物
市
場
の
開
設
地
に
お
い

場
の
開
設
地
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
公
用
語
に
よ
り
表
示
し
た
も
の
を
記
載
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
公
用
語
に
よ
り
表
示
し
た
も
の
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
を
交
付
す
る
と
き
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五

３

前
項
の
書
面
に
は
日
本
工
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
八
ポ
イ
ン
ト
以
上
の

に
規
定
す
る
八
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら

大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。



（
成
立
し
た
取
引
に
係
る
書
面
の
交
付
）

（
成
立
し
た
取
引
に
係
る
書
面
の
交
付
）

第
二
十
一
条

法
第
七
十
一
条
に
規
定
す
る
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
事
項
は

第
二
十
一
条

法
第
七
十
一
条
に
規
定
す
る
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
事
項
は

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

成
立
し
た
金
融
先
物
取
引
等
に
係
る
証
拠
金
そ
の
他
の
保
証
金
の
種
類
及
び
価

五

成
立
し
た
金
融
先
物
取
引
等
に
係
る
委
託
証
拠
金
そ
の
他
の
保
証
金
の
種
類
及

額

び
価
額

六

成
立
し
た
金
融
先
物
取
引
等
に
係
る
証
拠
金
そ
の
他
の
保
証
金
を
預
託
す
べ
き

六

成
立
し
た
金
融
先
物
取
引
等
に
係
る
委
託
証
拠
金
そ
の
他
の
保
証
金
を
預
託
す

相
手
方

べ
き
相
手
方

七

（
略
）

七

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
顧
客
の
同
意
が
必
要
な
事
項
）

（
顧
客
の
同
意
が
必
要
な
事
項
）

第
二
十
四
条

法
第
七
十
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る

第
二
十
四
条

法
第
七
十
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

委
託
者
が
当
該
受
託
契
約
に
係
る
金
融
先
物
取
引
等
に
関
し
預
託
す
べ
き
証
拠

八

委
託
者
が
当
該
受
託
契
約
に
係
る
金
融
先
物
取
引
等
に
関
し
預
託
す
べ
き
委
託

金
そ
の
他
の
保
証
金
の
種
類
、
預
託
す
べ
き
相
手
方
及
び
価
額
並
び
に
委
託
者
が

証
拠
金
そ
の
他
の
保
証
金
の
種
類
及
び
価
額
並
び
に
委
託
者
が
当
該
委
託
証
拠
金

当
該
証
拠
金
そ
の
他
の
保
証
金
を
預
託
し
、
及
び
そ
の
返
還
を
受
け
る
方
法

そ
の
他
の
保
証
金
を
預
託
し
、
及
び
そ
の
返
還
を
受
け
る
方
法

九

（
略
）

九

（
略
）

第
二
十
四
条
の
二

法
第
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
四
条
第
三
号
に

規
定
す
る
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と



す
る
。

一

店
頭
金
融
先
物
取
引
の
種
類
、
取
引
対
象
通
貨
等
及
び
期
限

二

店
頭
金
融
先
物
取
引
の
件
数

三

店
頭
金
融
先
物
取
引
の
対
価
の
額
又
は
約
定
数
値

四

店
頭
金
融
先
物
取
引
の
売
買
の
別
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
事
項

五

既
に
成
立
し
て
い
る
店
頭
金
融
先
物
取
引
を
期
限
前
に
決
済
す
る
こ
と
。
（
顧

客
の
事
由
に
よ
り
当
該
店
頭
金
融
先
物
取
引
に
係
る
顧
客
の
債
務
が
履
行
さ
れ
な

い
又
は
履
行
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
当
該
銀
行
等
が
期
限
前
に
決
済

す
る
こ
と
を
除
く
。
）

六

店
頭
金
融
先
物
取
引
に
基
づ
き
発
生
す
る
債
務
の
履
行
の
方
法

七

顧
客
が
店
頭
金
融
先
物
取
引
に
関
し
預
託
す
べ
き
金
銭
又
は
有
価
証
券
等
の
種

類
、
預
託
す
べ
き
相
手
方
及
び
価
額
並
び
に
顧
客
が
当
該
金
銭
又
は
有
価
証
券
等

を
預
託
し
、
及
び
そ
の
返
還
を
受
け
る
方
法

八

銀
行
等
が
顧
客
か
ら
徴
収
す
る
手
数
料
の
額
及
び
徴
収
の
方
法

（
禁
止
行
為
）

（
禁
止
行
為
）

第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
五
条
の
二

法
第
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
四
条
第
七
号
に

規
定
す
る
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

店
頭
金
融
先
物
取
引
の
動
向
そ
の
他
業
務
上
知
り
え
た
特
別
の
情
報
に
基
づ
い

て
自
己
又
は
顧
客
以
外
の
第
三
者
の
利
益
を
図
る
目
的
を
も
っ
て
、
店
頭
金
融
先

物
取
引
を
す
る
こ
と
。



二

店
頭
金
融
先
物
取
引
に
つ
い
て
生
じ
た
顧
客
の
損
失
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を

補
て
ん
し
、
又
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
生
じ
た
顧
客
の
利
益
に
追
加
す
る
た
め
当
該

顧
客
に
財
産
上
の
利
益
を
提
供
す
る
旨
を
当
該
顧
客
に
対
し
申
込
み
、
又
は
約
束

す
る
こ
と
。

三

店
頭
金
融
先
物
取
引
に
つ
い
て
生
じ
た
顧
客
の
損
失
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を

補
て
ん
し
、
又
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
生
じ
た
顧
客
の
利
益
に
追
加
す
る
た
め
当
該

顧
客
に
対
し
財
産
上
の
利
益
を
提
供
す
る
こ
と
。

（
業
務
に
関
す
る
帳
簿
書
類
）

（
業
務
に
関
す
る
帳
簿
書
類
）

第
二
十
六
条

法
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
金
融
先
物
取
引
業
者
は
、
金
融
先
物
取

第
二
十
六
条

法
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
金
融
先
物
取
引
業
者
は
、
金
融
先
物
取

引
業
の
業
務
全
般
を
統
括
す
る
営
業
所
等
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
を
別
表

引
業
の
業
務
全
般
を
統
括
す
る
営
業
所
等
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
を
別
表

に
よ
り
作
成
し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
よ
り
作
成
し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

証
拠
金
等
元
帳

三

委
託
証
拠
金
等
元
帳

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
受
託
等
に
係
る
財
産
の
管
理
方
法
）

（
受
託
等
に
係
る
財
産
の
管
理
方
法
）

第
二
十
八
条

金
融
先
物
取
引
業
者
は
、
法
第
八
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
委
託
証

第
二
十
八
条

金
融
先
物
取
引
業
者
は
、
法
第
八
十
一
条
に
規
定
す
る
財
産
の
う
ち
有

拠
金
そ
の
他
の
保
証
金
に
つ
い
て
は
、
次
項
に
定
め
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
次
に
掲

価
証
券
等
に
つ
い
て
は
、
委
託
者
の
同
意
を
得
て
受
託
契
約
に
基
づ
く
金
融
先
物
取

げ
る
方
法
に
よ
り
、
自
己
の
固
有
財
産
と
区
分
し
て
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

引
等
の
申
込
み
又
は
取
次
ぎ
等
に
係
る
取
引
証
拠
金
、
委
託
証
拠
金
及
び
そ
の
他
の

一

金
融
監
督
庁
長
官
及
び
大
蔵
大
臣
の
指
定
す
る
金
融
機
関
へ
の
預
金
（
委
託
証

保
証
金
と
し
て
預
託
す
る
場
合
を
除
き
、
担
保
と
し
て
提
供
し
、
又
は
貸
付
け
そ
の

拠
金
そ
の
他
の
保
証
金
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
名
義
に
よ
り
明
ら
か
な
も
の
に
限
る

他
の
処
分
を
し
て
は
な
ら
な
い
。



。
）

二

信
託
会
社
又
は
信
託
業
務
を
営
む
銀
行
へ
の
金
銭
信
託
（
信
託
業
法
第
九
条
の

規
定
に
よ
り
元
本
の
補
て
ん
の
契
約
を
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
委
託
証
拠
金
そ
の

他
の
保
証
金
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
名
義
に
よ
り
明
ら
か
な
も
の
に
限
る
。
）

２

金
融
先
物
取
引
業
者
は
、
法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
充
当
有
価
証

券
等
（
法
第
三
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
証
拠
金
に
充
て
ら
れ
る
有
価
証

券
等
及
び
そ
の
他
の
保
証
金
に
充
て
ら
れ
る
有
価
証
券
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
管
理
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
充
当
有
価
証
券
等
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

金
融
先
物
取
引
業
者
が
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価
証
券
等
（
混
蔵

し
て
保
管
さ
れ
る
有
価
証
券
等
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
等
を
除
く
。
次

号
に
お
い
て
同
じ
。
）

充
当
有
価
証
券
等
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
は
自
己
の
固

有
財
産
で
あ
る
有
価
証
券
等
そ
の
他
の
充
当
有
価
証
券
等
以
外
の
有
価
証
券
等
（

以
下
「
固
有
有
価
証
券
等
」
と
い
う
。
）
の
保
管
場
所
と
明
確
に
区
分
し
、
か
つ

、
当
該
充
当
有
価
証
券
等
に
つ
い
て
ど
の
委
託
者
の
有
価
証
券
等
で
あ
る
か
が
直

ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
方
法

二

金
融
先
物
取
引
業
者
が
第
三
者
を
し
て
保
管
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有

価
証
券
等

当
該
第
三
者
を
し
て
、
充
当
有
価
証
券
等
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
は

固
有
有
価
証
券
等
の
保
管
場
所
と
明
確
に
区
分
さ
せ
、
か
つ
、
当
該
充
当
有
価
証

券
等
に
つ
い
て
ど
の
委
託
者
の
有
価
証
券
等
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状

態
で
保
管
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
方
法

三

金
融
先
物
取
引
業
者
が
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有
価
証
券
等
（
混
蔵

し
て
保
管
さ
れ
る
有
価
証
券
等
に
限
り
、
第
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
等
を
除
く



。
）

充
当
有
価
証
券
等
の
保
管
場
所
に
つ
い
て
は
固
有
有
価
証
券
等
の
保
管
場

所
と
明
確
に
区
分
し
、
か
つ
、
当
該
充
当
有
価
証
券
等
に
係
る
各
委
託
者
の
持
分

が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
管
理

す
る
方
法

四

金
融
先
物
取
引
業
者
が
第
三
者
を
し
て
保
管
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
有

価
証
券
等
（
混
蔵
し
て
保
管
さ
れ
る
有
価
証
券
等
に
限
る
。
）

当
該
第
三
者
を

し
て
、
委
託
者
の
た
め
の
口
座
に
つ
い
て
は
金
融
先
物
取
引
業
者
の
自
己
の
口
座

と
区
分
す
る
等
の
方
法
に
よ
り
、
充
当
有
価
証
券
等
に
係
る
持
分
が
直
ち
に
判
別

で
き
、
か
つ
、
当
該
充
当
有
価
証
券
等
に
係
る
各
委
託
者
の
持
分
が
自
己
の
帳
簿

に
よ
り
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
保
管
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る
方
法

五

金
融
先
物
取
引
業
者
と
委
託
者
と
が
共
有
し
て
お
り
、
保
管
場
所
の
区
分
が
で

き
な
い
有
価
証
券
等

各
委
託
者
の
持
分
が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
判
別
で

き
る
状
態
で
保
管
す
る
又
は
第
三
者
を
し
て
保
管
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
管
理
す
る

方
法

六

証
券
取
引
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
権
利

第
三
者
に
お
い
て
、
充
当
有
価
証
券
等
を
委
託
者
の
有
価
証
券
等
と
し
て
明
確
に

管
理
さ
せ
、
か
つ
、
当
該
管
理
状
況
が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
把
握
で
き
る

状
態
で
管
理
す
る
方
法

３

金
融
先
物
取
引
業
者
は
、
法
第
八
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
財
産
に
つ
い
て
は

２

金
融
先
物
取
引
業
者
は
、
法
第
八
十
一
条
に
規
定
す
る
財
産
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

、
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
価
額
の
合
計
額
が
次
の
各
号

ら
の
価
額
の
合
計
額
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
合
計
額
を
超
え
な
い
よ
う
に
管

に
掲
げ
る
も
の
の
合
計
額
を
超
え
な
い
よ
う
に
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

委
託
者
か
ら
預
託
を
受
け
た
有
価
証
券
等
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
す
る
有

二

委
託
者
か
ら
預
託
を
受
け
た
有
価
証
券
等
（
金
融
先
物
取
引
業
者
が
受
託
契
約



価
証
券
等
を
除
く
。
）

に
基
づ
く
金
融
先
物
取
引
等
に
係
る
取
引
証
拠
金
、
委
託
証
拠
金
及
び
そ
の
他
の

保
証
金
と
し
て
預
託
し
た
有
価
証
券
等
を
除
く
。
）

三

金
融
監
督
庁
長
官
及
び
大
蔵
大
臣
の
指
定
す
る
金
融
機
関
へ
の
預
金
（
金
融
先

三

金
融
監
督
庁
長
官
及
び
大
蔵
大
臣
の
指
定
す
る
金
融
機
関
等
へ
の
預
け
金
（
金

物
取
引
等
の
受
託
等
に
係
る
も
の
と
し
て
他
と
区
分
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
た
だ

融
先
物
取
引
等
の
受
託
等
に
係
る
も
の
と
し
て
他
と
区
分
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。

し
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）

）

四

信
託
会
社
又
は
信
託
業
務
を
営
む
銀
行
へ
の
金
銭
信
託
（
信
託
業
法
第
九
条
の

四

金
融
先
物
取
引
業
者
が
受
託
契
約
に
基
づ
く
金
融
先
物
取
引
等
の
申
込
み
又
は

規
定
に
よ
り
元
本
の
補
て
ん
の
契
約
を
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
金
融
先
物
取
引
等

取
次
ぎ
等
に
係
る
取
引
証
拠
金
、
委
託
証
拠
金
及
び
そ
の
他
の
保
証
金
と
し
て
預

の
受
託
等
に
係
る
も
の
と
し
て
他
と
区
分
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
た
だ
し
、
第
一

託
し
た
金
銭
、
有
価
証
券
等
及
び
通
貨
等

項
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）



改 正 案 現 行

別表（第二十六条関係） 別表（第二十六条関係）

帳簿の種類 記載事項 記載上の注意 帳簿の種類 記載事項 記載上の注意

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

証拠金等元 一、委託者名、市場名 一、委託者別に区別して記載す 委託証拠金 一、委託者名、市場名 一、委託者別に区別して記載す

帳 、日付、証拠金額（ ること。 等元帳 、日付、委託証拠金 ること。

受入額、返戻額、差 二、証拠金額は、預託先（金融 額（受入額、返戻額

引現在額）、有価証 先物取引業者自らが預託先と 、差引現在額）、有

券等（銘柄、数量、 なる場合を含む。）別に区別 価証券等（銘柄、数

充当価格） して記載すること。 量、充当価格）

二、一律方式（一取引 三、証拠金額の受入額、返戻額 二、一律方式（一取引 二、委託証拠金額の受入額、返

当たりの証拠金額が 及び差引現在額には、本邦通 当たりの証拠金額が 戻額及び差引現在額には、本

一定額である証拠金 貨、外国通貨又は有価証券等 一定額である証拠金 邦通貨、外国通貨又は有価証

額の算出方法であっ の別及び合計を記載すること 額の算出方法であっ 券等の別及び合計を記載する

て金融先物取引所の 。 て金融先物取引所の こと。



定めるもの。）を採 四、証拠金には、その他の保証 定めるもの。）を採 三、委託証拠金には、その他の

用する委託者につい 金も含む。 用する委託者につい 保証金も含む。

ては、一に掲げるも 五、一律方式を採用する委託者 ては、一に掲げるも 四、一律方式を採用する委託者

ののほか、証拠金必 及びスパン方式を採用する委 ののほか、委託証拠 及びスパン方式を採用する委

要額 託者に係る記載すべき事項に 金必要額 託者に係る記載すべき事項に

三、（略） ついては、委託者ごとの合計 三、（略） ついては、委託者ごとの合計

額を記載することとし、これ 額を記載することとし、これ

を別帳とすることができる。 を別帳とすることができる。

六、計算上の利益の払出額につ 五、計算上の利益の払出額につ

いては、払出現在額を記載す いては、払出現在額を記載す

ること。 ること。

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

金融先物取 一、受託業務に係る勘 （略） 金融先物取 一、受託業務に係る勘 （略）

引業勘定元 定については、預り 引業勘定元 定については、預り

帳 金、預り有価証券等 帳 金、預り有価証券等

、受入証拠金、同充 、受入一般会員証拠

当有価証券等、受入 金、同充当有価証券

その他保証金、同充 等、受入委託証拠金

当有価証券等、差入 、同充当有価証券等

又は受入取引差金、 、受入その他保証金



立替及び預りプレミ 、同充当有価証券等

アム、未収及び未払 、差入又は受入取引

金、仮払及び仮受金 差金、立替及び預り

プレミアム、未収及

び未払金、仮払及び

仮受金

二、自己に係る勘定に 二、自己に係る勘定に

ついては、差入取引 ついては、差入取引

証拠金、同充当有価 証拠金、同充当有価

証券等、差入証拠金 証券等、差入一般会

、同充当有価証券等 員証拠金、同充当有

、差入その他保証金 価証券等、差入委託

、同充当有価証券等 証拠金、同充当有価

、差入又は受入取引 証券等、差入その他

差金、オプション資 保証金、同充当有価

産及び負債 証券等、差入又は受

入取引差金、オプシ

ョン資産及び負債

三～六 （略） 三～六 （略）



新 旧 対 照 表

現 行 改 正 案

（日本工業規格Ａ４） （日本工業規格Ａ４）
別紙様式第１号（第８条・第13条第１項関係） 別紙様式第１号（第８条・第13条第１項関係）

（第１面） （第１面）
（略） （略）

（第２面） （第２面）

※許 可 番 号 金融監督庁長官 ※許 可 番 号 金融監督庁長官
財務（支）局長（ ）第 号（ 年 月 日） 財務（支）局長（ ）第 号（ 年 月 日）

従前の許可番号 金融監督庁長官 従前の許可番号 金融監督庁長官
財務（支）局長（ ）第 号（ 年 月 日） 財務（支）局長（ ）第 号（ 年 月 日）

１．許可の区分 新 規 更 新 １．許可の区分 新 規 更 新

（ふりがな） （ふりがな）

２．商 号 ２．商 号
又 は 名 称 又 は 名 称

（ふりがな） （ふりがな）

３．代表者氏名 ３．代表者氏名

（郵便番号 － ） （郵便番号 － ）
４．住 所 電話番号（ ） － ４．住 所 電話番号（ ） －

５．資 本 又 は ５．資 本 又 は
出 資 の 額 百万円 出 資 の 額 百万円

業 種 免許（許可）番号 免許（許可）年月日 業 種 免許（許可）番号 免許（許可）年月日
６．現在の業種 ６．現在の業種

及び免許番号等 及び免許番号等

７．役 員 ７．役 員

（ふりがな） （ふりがな） （ふりがな）
氏 名 役 職 名 住 所 氏 名 役 職 名 氏 名 役 職 名

電話番号（ ） －

電話番号（ ） －

電話番号（ ） －

電話番号（ ） －

電話番号（ ） －

電話番号（ ） －

（記載上の注意） （記載上の注意）
１～９ （略） １～９ （略）



（第３面） （第３面）
８．令第３条に規定する使用人 ８．令第３条に規定する使用人

（ふりがな） （ふりがな） （ふりがな）
氏 名 役 職 名 住 所 氏 名 役 職 名 氏 名 役 職 名

電話番号（ ） －

電話番号（ ） －

電話番号（ ） －

電話番号（ ） －

電話番号（ ） －

電話番号（ ） －

電話番号（ ） －

電話番号（ ） －

電話番号（ ） －

電話番号（ ） －

電話番号（ ） －

電話番号（ ） －

計 名 計 名

（記載上の注意） （記載上の注意）
（略） （略）

（以下 略） （以下 略）



新 旧 対 照 表

現 行 改 正 案

（日本工業規格Ａ４） （日本工業規格Ａ４）
別紙様式第10号（第27条関係） 別紙様式第10号（第27条関係）

（第１面） （第１面）
（略） （略）

（第10面） （第10面）

（第11面） （第11面）
委託証拠金等の残高 証拠金等の残高
受入証拠金 受入証拠金等

（単位：千円） （単位：千円）

種 類 当 期（ 年 月期） 前 期（ 年 月期） 種 類 当 期（ 年 月期） 前 期（ 年 月期）

（ ） （ ） 差 換 預 託 分 （ ） （ ）
現 金

（ ） （ ） （ ） （ ）
外 貨

（ ） （ ） （ ） （ ）
現 金

有 価 証 券 等
（ ） （ ） （ ） （ ）

外 貨

（ ） （ ） （ ） （ ）

預 金 有 価 証 券 等
（ ） （ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ） （ ）
外 貨

預 金
（ ） （ ） （ ） （ ）

有 価 証 券
（ ） （ ） （ ） （ ）

外 貨

（ ） （ ） （ ） （ ）
外 貨 建

有 価 証 券
有 価 証 券 （ ） （ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ） （ ）
外 貨 建

そ の 他
（ ） （ ） 有価証券 （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ） （ ）

合 計 そ の 他
（ ） （ ） （ ） （ ）

（記載上の注意） 直 接 預 託 分 （ ） （ ）
１．各期末時点での残高を記載すること。



２．海外市場での取引に係るものの数を（ ）内書すること。
３．各種類の下段は評価額（時価）を、上段は各証拠金等充当額（評価額×掛目）を記載すること。 （ ） （ ）
４．評価額は、市場相場のあるものは各期末時点の最終価格とし、市場相場のないものはその最終気配値
相場とするが、これらによることが困難な場合は簿価を評価額として記載すること。なお、差し入れて
いる海外市場での取引に係る充当有価証券等の評価及び充当額の計算に当たっては、当該取引所等が定 （ ） （ ）
める方法に準拠するものとする。ただし、金融先物と証券先物の証拠金を合算して預託し、その区分が 現 金
困難な場合には、合計の金額を記載して差し支えない。

５．「外貨」及び「外貨建有価証券」は、それぞれの通貨の各期末時点におけるＴＴ仲値（外国為替取引 （ ） （ ）
に係る電信売相場と電信買相場の中間値）により円換算した金額を合計して記載すること。 外 貨

６．上記１．から５．までは、第12面において準用する。
（ ） （ ）

有 価 証 券 等
（ ） （ ）

（ ） （ ）

預 金
（ ） （ ）

（ ） （ ）
外 貨

（ ） （ ）

有 価 証 券
（ ） （ ）

（ ） （ ）
外 貨 建

有価証券 （ ） （ ）

（ ） （ ）

そ の 他
（ ） （ ）

（ ） （ ）

合 計
（ ） （ ）

（記載上の注意）
１．各期末時点での残高を記載すること。
２．「差換預託分」とは、自らに対して預託させるために顧客から受け入れたものをいい、「直接預託分
」とは、代理人として取引所又は他の金融先物取引業者に預託するために顧客から受け入れたものをい
う。

３．海外市場での取引に係るものの数を（ ）内書すること。
４．各種類の下段は評価額（時価）を、上段は各証拠金等充当額（評価額×掛目）を記載すること。
５．評価額は、市場相場のあるものは各期末時点の最終価格とし、市場相場のないものはその最終気配値
相場とするが、これらによることが困難な場合は簿価を評価額として記載すること。なお、差し入れて
いる海外市場での取引に係る充当有価証券等の評価及び充当額の計算に当たっては、当該取引所等が定
める方法に準拠するものとする。ただし、金融先物と証券先物の証拠金を合算して預託し、その区分が
困難な場合には、合計の金額を記載して差し支えない。

６．「外貨」及び「外貨建有価証券」は、それぞれの通貨の各期末時点におけるＴＴ仲値（外国為替取引
に係る電信売相場と電信買相場の中間値）により円換算した金額を合計して記載すること。

７．上記１．及び３．から６．までは、第１２面及び第１３面において準用する。



（第12面） （第12面）
差入証拠金 差入証拠金等

（単位：千円） （単位：千円）

種 類 当 期（ 年 月期） 前 期（ 年 月期） 種 類 当 期（ 年 月期） 前 期（ 年 月期）

（ ） （ ） 自 己 取 引 分 （ ） （ ）
現 金

（ ） （ ） （ ） （ ）
外 貨

（ ） （ ） （ ） （ ）
現 金

有 価 証 券 等
（ ） （ ） （ ） （ ）

外 貨

（ ） （ ） （ ） （ ）

預 金 有 価 証 券 等
（ ） （ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ） （ ）
外 貨

預 金
（ ） （ ） （ ） （ ）

有 価 証 券
（ ） （ ） （ ） （ ）

外 貨

（ ） （ ） （ ） （ ）
外 貨 建

有 価 証 券
有 価 証 券 （ ） （ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ） （ ）
外 貨 建

そ の 他
（ ） （ ） 有価証券 （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ） （ ）

合 計 そ の 他
（ ） （ ） （ ） （ ）

（記載上の注意） 差 換 預 託 分 （ ） （ ）
１．各期末時点での残高を記載すること。
２．海外市場での取引に係るものの数を（ ）内書すること。
３．各種類の下段は評価額（時価）を、上段は各証拠金等充当額（評価額×掛目）を記載すること。 （ ） （ ）
４．評価額は、市場相場のあるものは各期末時点の最終価格とし、市場相場のないものはその最終気配値
相場とするが、これらによることが困難な場合は簿価を評価額として記載すること。なお、差し入れて
いる海外市場での取引に係る充当有価証券等の評価及び充当額の計算に当たっては、当該取引所等が定 （ ） （ ）
める方法に準拠するものとする。ただし、金融先物と証券先物の証拠金を合算して預託し、その区分が 現 金
困難な場合には、合計の金額を記載して差し支えない。

５．「外貨」及び「外貨建有価証券」は、それぞれの通貨の各期末時点におけるＴＴ仲値（外国為替取引 （ ） （ ）
に係る電信売相場と電信買相場の中間値）により円換算した金額を合計して記載すること。 外 貨

６．上記１．から５．までは、第12面において準用する。
（ ） （ ）



有 価 証 券 等
（ ） （ ）

（ ） （ ）

預 金
（ ） （ ）

（ ） （ ）
外 貨

（ ） （ ）

有 価 証 券
（ ） （ ）

（ ） （ ）
外 貨 建

有価証券 （ ） （ ）

（ ） （ ）

そ の 他
（ ） （ ）

（第13面）
（単位：千円）

種 類 当 期（ 年 月期） 前 期（ 年 月期）

直 接 預 託 分 （ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ）
現 金

（ ） （ ）
外 貨

（ ） （ ）

有 価 証 券 等
（ ） （ ）

（ ） （ ）

預 金
（ ） （ ）

（ ） （ ）
外 貨



（ ） （ ）

有 価 証 券
（ ） （ ）

（ ） （ ）
外 貨 建

有価証券 （ ） （ ）

（ ） （ ）

そ の 他
（ ） （ ）

（ ） （ ）

合 計
（ ） （ ）

（記載上の注意）
１．「差換預託分」とは、委託取引について自らのために取引所又は他の金融先物取引業者に預託したも
のをいい、「直接預託分」とは、委託取引について顧客の代理人として取引所又は他の金融先物取引業
者に預託したものをいう。

（第13面） （第14面）
（略） （略）

（第14面） （第15面）

（第15面） （第16面）

資 産 の 部 負 債 の 部 資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 当 期 前 期 科 目 当 期 前 期 科 目 当 期 前 期 科 目 当 期 前 期

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

４取引所に係る資産 ４取引所に係る負債 ４取引所に係る資産 ４取引所に係る負債

取引所への出資金 自 己 差 金 勘 定 取引所への出資金 自 己 差 金 勘 定

会 員 信 認 金 委 託 者 差 金 勘 定 会 員 信 認 金 委 託 者 差 金 勘 定

同 充当有価証券 取引所に係るその他負債 同 充当有価証券 取引所に係るその他負債

損 失 担 保 金 損 失 担 保 金

同 充当有価証券等 同 充当有価証券等

自 己 取 引 証 拠 金 自己清算会員証拠金

同 充当有価証券等 同 充当有価証券等

受託業務取引証拠金 受託業務清算会員証拠金

同 充当有価証券等 同 充当有価証券等

自 己 差 金 勘 定 自 己 差 金 勘 定



委 託 者 差 金 勘 定 委 託 者 差 金 勘 定

取引所に係るその他資産 取引所に係るその他資産

５会員に係る資産 ５会員に係る負債 ５会員に係る資産 ５会員に係る負債

自 己 委 託 証 拠 金 受託業務預り委託証拠金 自己一般会員証拠金 受託業務預り顧客証拠金

同 充当有価証券等 同 充当有価証券等 同 充当有価証券等 同 充当有価証券等

自 己 委 託 保 証 金 受託業務預り委託保証金 自 己 委 託 保 証 金 受託業務預り委託保証金

同 充当有価証券等 同 充当有価証券等 同 充当有価証券等 同 充当有価証券等

受託業務委託証拠金 自 己 差 金 勘 定 受託業務一般会員証拠金 自 己 差 金 勘 定

同 充当有価証券等 委 託 者 差 金 勘 定 同 充当有価証券等 委 託 者 差 金 勘 定

受託業務委託保証金 会員に係るその他負債 受託業務委託保証金 会員に係るその他負債

同 充当有価証券等 同 充当有価証券等

自 己 差 金 勘 定 自 己 差 金 勘 定

委 託 者 差 金 勘 定 委 託 者 差 金 勘 定

会員に係るその他資産 会員に係るその他資産

（第16面） （第17面）

資 産 の 部 負 債 の 部 資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 当 期 前 期 科 目 当 期 前 期 科 目 当 期 前 期 科 目 当 期 前 期

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

６委託者に係る資産 ６委託者に係る負債 ６委託者に係る資産 ６委託者に係る負債

現 金 預 り 金 現 金 預 り 金

預 け 金 預 り 有 価 証 券 預 け 金 預 り 有 価 証 券

保管委託者有価証券 受託業務預り委託証拠金 保管委託者有価証券 受託業務預り顧客証拠金

差入委託者有価証券 同 充当有価証券等 差入委託者有価証券 同 充当有価証券等

受託業務委託証拠金 受託業務預り委託保証金 受託業務顧客証拠金 受託業務預り委託保証金

同 充当有価証券等 同 充当有価証券等 同 充当有価証券等 同 充当有価証券等

受託業務委託保証金 委 託 者 差 金 勘 定 受託業務委託保証金 委 託 者 差 金 勘 定

同 充当有価証券等 委 託 者 未 払 金 同 充当有価証券等 委 託 者 未 払 金

委 託 者 差 金 勘 定 委託者に係るその他負債 委 託 者 差 金 勘 定 委託者に係るその他負債

委 託 者 未 収 金 委 託 者 未 収 金

委託者に係るその他資産 委託者に係るその他資産



７取引業協会に係る資産 ７取引業協会に係る資産

取引業協会預託金 取引業協会預託金

金先責任準備金預託額 負 債 合 計 金先責任準備金預託額 負 債 合 計

同 当期末繰入額 同 当期末繰入額

協会に係るその他資産 資 本 の 部 協会に係るその他資産 資 本 の 部

資 本 金 資 本 金

資 本 準 備 金 資 本 準 備 金

利 益 準 備 金 利 益 準 備 金

任 意 積 立 金 任 意 積 立 金

当 期 未 処 分 利 益 当 期 未 処 分 利 益
又は当期未処理損失 又は当期未処理損失
（うち当期利益又は損失） （うち当期利益又は損失）

資 本 合 計 資 本 合 計

資 産 合 計 負 債 資 本 合 計 資 産 合 計 負 債 資 本 合 計

（記載上の注意） （記載上の注意）
１～４ （略） １～４ （略）
５．上記１．については、第17面及び第18面において準用する。また、上記４．については第17面におい ５．上記１．については、第18面及び第19面において準用する。また、上記４．については第18面におい
て準用する。 て準用する。

（略） （第16面） （略） （第18面）

（略） （第16面） （略） （第19面）


